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米 軍 再 編 実 施 本 部 の 設 置 に 関 す る 達 を 次 の よ う に 定 め

る 。

平 成 １ ９ 年 ９ 月 １ 日

近 畿 中 部 防 衛 局 長 増 田 慎 吾

米 軍 再 編 実 施 本 部 の 設 置 に 関 す る 達

改 正 令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 近 畿 中 部 防 衛 局 達 第 ３ 号

（ 設 置 ）

第 １ 平 成 １ ８ 年 ５ 月 １ 日 に 実 施 さ れ た 日 米 安 全 保 障 協

議 委 員 会 に お い て 取 り ま と め ら れ た 「 共 同 発 表 」 及 び

「 再 編 実 施 の た め の 日 米 の ロ ー ド マ ッ プ 」 に 従 い 、 在

日 米 軍 及 び 関 連 す る 自 衛 隊 の 兵 力 態 勢 の 再 編 案 を 実 施

す る た め 、 近 畿 中 部 防 衛 局 に 、 当 分 の 間 、 米 軍 再 編 実

施 本 部 （ 以 下 「 実 施 本 部 」 と い う 。 ） を 置 く 。

（ 所 掌 事 務 ）

第 ２ 実 施 本 部 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

( 1 ) 在 日 米 軍 及 び 関 連 す る 自 衛 隊 の 兵 力 態 勢 の 再 編 案

の 実 施 に 係 る 事 務 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 在 日 米 軍 及 び 関 連 す る 自 衛 隊 の 兵 力 態 勢 の 再 編 案

の 実 施 に 係 る 事 務 に つ い て の 関 係 部 課 と の 連 絡 調 整

に 関 す る こ と 。

( 3 ) 在 日 米 軍 及 び 関 連 す る 自 衛 隊 の 兵 力 態 勢 の 再 編 案

の 実 施 に 伴 い 生 ず る 諸 問 題 に 対 す る 施 策 の 企 画 及 び

立 案 に 関 す る こ と 。

（ 構 成 ）

第 ３ 実 施 本 部 は 、 本 部 長 、 本 部 長 代 理 及 び 本 部 員 を も

っ て 構 成 す る 。

２ 本 部 長 は 、 近 畿 中 部 防 衛 局 長 を も っ て 充 て る も の と

し 、 実 施 本 部 の 事 務 を 掌 理 す る 。

３ 本 部 長 代 理 は 、 次 長 を も っ て 充 て る も の と し 、 本 部



長 を 助 け 、 実 施 本 部 の 事 務 を 整 理 す る 。

４ 本 部 員 は 、 総 務 部 長 、 企 画 部 長 及 び 調 達 部 長 を も っ

て 充 て る 。

（ 作 業 チ ー ム の 設 置 ）

第 ４ 実 施 本 部 に 、 地 元 調 整 に 係 る 事 務 を 円 滑 か つ 適 切

に 実 施 す る た め 、 作 業 チ ー ム を 置 く 。

２ 作 業 チ ー ム に 、 チ ー ム 長 、 チ ー ム 長 代 理 、 副 チ ー ム

長 及 び チ ー ム 員 を 置 く 。

３ チ ー ム 長 は 、 企 画 部 長 を も っ て 充 て る も の と し 、 作

業 チ ー ム の 事 務 を 統 括 す る 。

４ 副 チ ー ム 長 は 、 企 画 部 次 長 を も っ て 充 て る も の と し

、 チ ー ム 長 を 助 け 、 作 業 チ ー ム の 事 務 を 整 理 す る 。

５ チ ー ム 員 は 、 チ ー ム 長 の 指 定 す る 者 を も っ て 充 て る

も の と し 、 作 業 チ ー ム の 事 務 に 従 事 す る 。

（ 関 係 部 局 の 協 力 ）

第 ５ チ ー ム 長 は 、 実 施 本 部 の 所 掌 事 務 の 遂 行 上 必 要 が

あ る 場 合 に は 、 関 係 部 課 等 の 長 に 対 し 協 力 を 求 め る こ

と が で き る 。

２ 関 係 部 課 等 の 長 は 、 実 施 本 部 の 所 掌 事 務 の 円 滑 な 遂

行 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。

（ 防 衛 本 省 と の 協 力 ）

第 ６ 実 施 本 部 は 、 防 衛 本 省 に お い て 整 備 さ れ る 体 制 と

密 接 な 連 携 を 図 る も の と す る 。

（ 実 施 本 部 の 事 務 局 ）

第 ７ 実 施 本 部 の 事 務 局 は 、 企 画 部 地 方 調 整 課 に 置 く 。

（ 雑 則 ）

第 ８ こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 実 施 本 部 の 運 営 に

関 し 必 要 な 事 項 は 、 本 部 長 が 定 め る 。

附 則

こ の 達 は 、 平 成 １ ９ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 近 畿 中 部 防 衛 局 達 第

３ 号 ）



こ の 達 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



米軍再編実施本部

（近畿中部防衛局）
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